
令和６年 ４月   
保護者の皆様 
                                川崎市立新城小学校長 
                                
 
 

インフルエンザ ・ 新型コロナウイルス感染症 療養報告書の提出 
 

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は学校保健安全法で出席停止期間が決められて

おり、感染力が非常に強い病気です。 

インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症と診断されましたら下記の出席停止期間中

は十分療養し、医師の指導のもと回復してから登校するようにしていただきますようお願いし

ます。 

その際、保護者の方が下記の「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症療養報告書」

に療養経過を記入し、学校へ提出していただきますようお願いします。 

 

 

 

 

※この用紙はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症にかかった際に使用します。家庭で

保管してください。（学校ホームページに載せてあります） 

 

保護者の方が記入 
 
川崎市立新城小学校長 宛 

 
【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症】 療養報告書 

どちらかに○印 

                    年  組 児童生徒氏名             
 

■発症日（発熱日） 

令和   年   月   日 

 

■受 診 日 

令和   年   月   日 

 

■診 断 名 ※どちらかにﾁｪｯｸ 

□ インフルエンザ（   型） 

□ 新型コロナウイルス感染症 

 

■受診医療機関名 

 

                 

■出席停止日数目安表 

発症日から

の日数 
月日（曜日） 

体 温 

※１ 

解熱日に 

○を記入 

※２ 

０日目 
（発症日） 

 ／ (  ) ℃  

１日目  ／ (  ) ℃  

２日目  ／ (  ) ℃  

３日目  ／ (  ) ℃  

４日目  ／ (  ) ℃  

５日目  ／ (  ) ℃  

６日目  ／ (  ) ℃  

７日目  ／ (  ) ℃  

８日目  ／ (  ) ℃  

※1 体温の記入は、発症日と解熱日のみで可 
※2 解熱日（○）の後、２日は出席停止 

 
 
上記のとおり、発症した後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過して、体調が回復しました

ので、登校させます。 
令和   年   月   日      保護者氏名             

【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 出席停止期間の基準】  

「発症した後（発熱の翌日を 1 日目として）５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過する

まで出席停止とする。」 

※今年度から新型コロナも提出になります 


